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本報告書の調査は、本件航空事故に関し、運輸安全委員会設置法及び国際民間航空

条約第１３附属書に従い、運輸安全委員会により、航空事故及び事故に伴い発生した

被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われ

たものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。 
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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

① 断定できる場合 

・・・「認められる」 

 

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

・・・「推定される」 

 

③ 可能性が高い場合 

・・・「考えられる」 

 

④ 可能性がある場合 

・・・「可能性が考えられる」 

・・・「可能性があると考えられる」 
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航空事故調査報告書 

 

令和４年５月２７日 

運輸安全委員会（航空部会）議決 

委 員 長  武 田 展 雄（部会長） 

委   員  島 村   淳 

委   員  丸 井 祐 一 

委   員  早 田 久 子 

委   員  中 西 美 和 

委   員  津 田 宏 果 

所属 北九州グライダークラブ 

型式、登録記号 アレキサンダー・シュライハー式ＡＳＫ１３型（滑空機・複座）、ＪＡ２１８９ 

事故種類 着陸時の機体損傷 

発生日時 令和３年１０月１０日 １２時４８分 

発生場所 熊本県阿蘇市阿蘇場外離着陸場 

 （北緯３３度００分３２秒、東経１３１度０５分５５秒） 

 

１．調査の経過 

事故の概要 同機は、訓練飛行のため練習生のみが搭乗して熊本県阿蘇市の阿蘇場外離着陸場

に着陸した際に滑走路を逸脱し低木に衝突して機体を損傷した。同機は中破した

が、操縦者は負傷しなかった。 

調査の概要 主管調査官ほか１名の調査官（令和３年１０月１１日指名） 

ドイツ連邦共和国（機体の設計国・製造国）代表 

意見聴取（原因関係者）、意見照会（関係国）実施 

 

２．事実情報 

航空機等 

航空機型式：アレキサンダー・シュライハー式ＡＳＫ１３型 

製造番号：第１３５２６号         製造年月日：昭和５０年１２月９日 

耐空証明：第２０２１－４７－０５号    有効期限：令和４年１０月８日 

乗組員等  

練習生          ６５歳 

操縦練習許可証                   有効期限：令和４年９月７日 

総飛行時間    ７時間２４分   最近３０日間の飛行時間   ０時間２４分 

操縦教員（地上から指導） ７５歳 

自家用操縦士技能証明書（上級滑空機）           昭和４３年７月３１日 

操縦教育証明                      昭和４４年７月２１日 

特定操縦技能 操縦等可能期間満了日            令和５年６月２６日 

第２種航空身体検査証明書            有効期限：令和４年８月３１日 

総飛行時間  ５３６時間０１分   最近３０日間の飛行時間   ０時間１９分 

気象 

発航記録に記録された風向風速 

時刻 １２時４３分 風向 １００° 風速 ５m/s 

当日１２時５０分の気象庁南小国地域気象観測所 （事故現場の北北西約１２km） 
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離脱高度 340ｍ 

通常の場周経路 

図１ 事故機の飛行経路（口述による） 

チェックポイント  

高度 200ｍで通過 

目安にしている道路 

N 

第４旋回 

第３旋回 

ピスト 

300ｍ 
国土地理院 

図２の範囲 

風向・風速  南南東 ４.６m/s 最大 南南東 ８.３m/s 気温 ２８.４℃ 

発生した事象及び関連情報 

(1) 飛行の経過 

事故発生当日、練習生は操縦教員との２回の同乗飛行を行い、離着陸を含む操縦技量が安定し

ていると認められ、単独飛行が許可された。１２時４３分に、本人にとって１２回目の単独飛行

として練習生１名のみが前席に搭乗してウインチ曳航にて発航した。同機は対地高度３４０ｍま

で上昇した後、曳航

索を離脱し、右３６０

度旋回を一度行った

後、チェックポイン

ト*1を対地高度２００

ｍで通過して着陸進

入を開始した。チェッ

クポイント通過高度

が通常の対地高度 

１８０ｍより少し高

かったので普段第３

旋回開始の目安とし

ている道路より旋回

地点を先に延ばすこ

ととした。しかし先

に延ばしすぎたため

第４旋回点から接地

目標までの距離が遠くなり、これに 

伴って最終進入経路が低くなった。練

習生は最終進入経路がかなり低いと感

じたため通常は第４旋回後すぐ開くダ

イブブレーキを開かなかった。この

頃、操縦教員からも無線で「（低いの

で）ダイブブレーキを使わないよう

に」と指示があった。 

最終進入経路では横風に対し適切に

偏流修正角を取り進行方向は滑走路に

合っていた。地面が迫ってきて機軸を

滑走路に正対させなければと思ってい

るときに、機体が風の影響を受け揺れ

た際、少し右に傾いたので左へ修正操

作をしたところ、オーバーコントロー

ルになり機体が思ったより左へ向い

て、そのまま接地した。機体は滑走路左脇の低木の茂みに向かって滑走したので右方向舵を踏ん

で修正しようとしたが、機体が左へ逸れるのを止めることはできなかった。滑走路脇の茂みに差

し掛かったときに左翼が低木に衝突し機体が左へ旋転した。気がついたらほぼ半回転して茂みの

                             
*1 チェックポイント：接地点の横の場周経路上に設定するポイントで着陸進入を開始するポイント。チェックポイン

ト通過時には無線で着陸進入の意思を伝え高度を確認する。 

 

道 

図２ 事故機の飛行経路（拡大） 

国土地理院 

50ｍ 
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中で止まっていた。 

同機は低木に衝突したため左翼を破損し、その後左へ振られた際に尾輪が地面に当たったこと

により尾部がねじれ、尾翼付近の鋼管が座屈した。 

(2) 最終進入経路の距離 

 滑空機は通常、滑走路からの幅６００ｍにダウンウインドレグ、接地点の手前６００ｍにベー

スレグを設けた場周経路を設定して飛行する。同場外においても同様に場周経路を設定して操縦

練習を実施していた。通常は図１に示した目安にしている道路の手前で第３旋回を開始するが、

今回の飛行ではチェックポイントを高く通過したことにより意図的に道路を通過してから旋回を

開始したため、通常６００ｍである最終進入経路が約１.５倍の９００ｍ程度に長くなった。 

(3) 同場外周辺の地形と風 

 進入経路の南東側の地形を確認すると南側を

走る道路の辺りの標高が高い丘になっている。

当日は南東風（１００° ５m/s）が吹いており

接地点付近にはこの丘を越えてくるやや強い風

が吹いていた。また、当日の発航記録による

と、風向は４０°から１００°、風速は４m/s

から６m/s の間で変動していた。 

(4) 横風着陸 

丸伊 満著「風を聴け」（酣燈社、１９９２年

９月１５日発行、ｐ.１２６）によると、クラブ

法による横風着陸については、次のように記述

されている。  

クラブ法 実施手順 

１．進入においてそのときの横風の強さに応じて偏流を修正し軸線を保つ。 

２．フレアを開始する直前（高度２ｍ程度）に風下側のラダーを踏み、機軸方向とランウェイ方

向とを一致させる。同時に風に流されないように風上側に機体を傾ける。･････ウイングロー*2

への移行 ＜中略＞ 

注意 ２．フレア直前にはウイングローへ移行しなければならないが、このときにはクロス

コントロール*3を用いて瞬間的に行うこと。＜後略＞ 

(5) 単独飛行に係る安全基準 

 国土交通省航空局から発出された「単独飛行に係る安全基準（滑空機）」（空乗第２１０３号、

平成９年１２月１８日）によると 

 I 離着陸及び空中操作 

1. 制限気象条件等の設定 

１）使用機の性能、航空交通量、訓練飛行場の諸元、障害物件、周辺の地形等を考慮して各

科目別に次の条件を基準にして飛行安全上適切な最低気象条件を設定すること。 

地上及び飛行視程   ５,０００メートル以上 

雲高          ４００メートル以上 

（ただし、降水現象及び３００メートル以下に雲がないこと。） 

正対風           ５メートル以下 

横風分力          ３メートル以下 

                             
*2 ウイングロー：機体を傾けて風上側に横滑りさせることで軸線を保つ（機体の進行方向と滑走路延長線を一致させ

る）方法。 

*3 クロスコントロール：通常旋回操作をするときにはエルロンとラダーは同じ方向に使うが横滑りさせるときなどエ

ルロンとラダーを逆方向に操作すること。横風着陸の時は滑走路延長線上に留まるため意図的に横滑りさせる。 

図３ 同場外周辺の地形と風 (A-A’断面） 

風の乱れ 

風 100°5m/s 
国土地理院 

N 
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３．分析  

(1) 当該飛行における風の影響について 

 発航記録から本事故の飛行時の風は、１００° ５m/s と記録されており、着陸方向右前方  

２０°から吹く横風であった。また、最終進入経路の南東側の丘を越えて吹いてくることによ

り、接地点付近では風が乱れていたと考えられる。 

 事故当時の風は、「単独飛行に係る安全基準」の範囲内であったと推定されるが、当日は風向、

風速が変動していたことから、練習生が単独飛行を行うにはやや厳しい条件であったと考えられ

る。また、第３旋回を意図的に遅らせた際に、これが過度な調整になったことにより、最終進入

開始時の高度が不足したことに加え、やや強い正対風により、同機の最終進入経路は通常より低

い高度になったものと考えられる。 

(2) 着陸時の操縦操作について 

練習生はこれまでに１１回の単独飛行の経験を有し、一定の技量を有していたもの考えられ、

本飛行においては右前からの横風にクラブ法で対応しながら着陸進入をしていたと考えられる。

しかしながら、接地直前、ウイングローに移行する際に、丘を越えてくる風の乱れに遭遇して機

体が右に傾き、練習生は修正操作を行ったがオーバーコントロールとなったため、同機は左へ旋

回し、機首をやや風下側に向けて接地したものと考えられる。練習生が適切な修正操作が行えな

かったことについては、通常よりも低い最終進入経路であったため、落ち着いて対処する余裕が

なかったことが影響したものと考えられる。練習生は接地後右方向舵を踏み、滑走路からの逸脱

を防ごうと試みたが、既に機速が遅く方向舵が効かなかったため、逸脱を防げなかったものと考

えられる。 

  

４．原因  

本事故は、同機が横風着陸した際、接地直前の風により乱れた機体姿勢の修正操作が適切に行われ

なかったため、機首を風下である左方へ向けて接地し、滑走路を逸脱後、低木に衝突して機体を損傷

したものと考えられる。 

 


